
実質赤字比率 （％） -

連結実質赤字比率（％） -
平成19年度

決算額（単位:千円、%）
平成20年度

決算額（単位:千円、%）
平成21年度

決算額（単位:千円、%）

実質公債費比率 （％） 7.0
元利償還金の額（繰上償還額等を除く）(1) 398,206 373,817 372,710

将来負担比率 （％） -
積立不足額を考慮して算定した額(2) 0 0

0
満期一括地方債の一年当たりの元金償還額に相当するもの（年度割相当額）
等(3) 0 0

0
公営企業債の財源に充てたと認められる繰出金(4) 6,423 6,537 6,631
一部事務組合等の起こした地方債の償還に充てたと認められる補助金又は負
担金(5) 36,634 34,561 23,691

161,195 債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの(6) 0 0 0
2,549,931 一時借入金の利子(7) 0 0 0

- 特定財源の額(8) 0 0 0
事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費(9) 52,502 55,695 54,305
事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費（準元利償還金に係るもの）(10) 8,368 8,601 7,840

資金不足比率 災害復旧費等に係る基準財政需要額(11) 190,172 193,363 200,653
決算額 災害復旧費等に係る基準財政需要額（準元利償還金に係るもの）(12) 8,794 8,202 4,063

密度補正により基準財政需要額に算入された元利償還金(13) 0 0 0

（単位:千円、％）

密度補正により基準財政需要額に算入された準元利償還金（地方債の元利償
還額を基礎として算入されたものに限る）(14) 0 0 0

157,704 小計 （（（１）～（７））－（（８）～（１４））） （A) 181,427 149,054 136,171
265 標準税収入額等(15) 922,522 925,444 907,091
3,226 普通交付税額(16) 1,324,523 1,383,457 1,417,389

臨時財政対策債発行可能額(17) 155,081 145,260 225,451
小計 （（（１５）～（１７））－（（９）～（１４））） （B) 2,142,290 2,188,300 2,283,070

8.46 6.81 5.96

－ 将来負担額（単位:千円、％）

－ (N-1)年度末一般会計等の地方債現在高(1) 3,047,067 (2)の内訳 将来負担額（単位:千円）

－ 債務負担行為に基づく支出予定額(2) 0
－ 一般会計以外の会計の地方債の元金償還に対する一般会計等負担見込額(3) 14,162

組合等の地方債の元金償還に対する当該団体の負担見込額(4) 205,807
48,947 － 退職手当支給予定額のうち一般会計等負担見込額(5) 773,535

－ 設立法人の債務等に対する一般会計等負担見込額(6) 0 (3)の内訳 将来負担額（単位:千円）

－ 連結実質赤字額(7) 0 簡易水道事業特別会計 14,162
－ 組合等の連結実質赤字相当額のうち当該団体の一般会計等の負担見込額(8) 0

(N-1)年度末の充当可能基金現在高(9) 3,327,936

30,037 特定の歳入見込額(10) 0

5,810 （(10)のうち都市計画税額） 0

4,232 地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額(11) 2,506,395 (6)の内訳 将来負担額（単位:千円）

229 小計 （将来負担額－（（９）～（１１））） （A) ▲ 1,793,760

3,396 標準財政規模(12) 2,549,931
災害復旧費等に係る基準財政需要額(13) 200,653
(13)の準元利償還金に係るもの(14) 4,063
事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費(15) 54,305
(15)の準元利償還金に係るもの(16) 7,840

253,846 密度補正により基準財政需要額に算入された元利償還金(17) 0

2,549,931
密度補正により基準財政需要額に算入された準元利償還金（地方債の元利償
還額を基礎として算入されたものに限る）(18) 0

- 小計 （標準財政規模(12)－算入公債費等（１３）～（１８） （B) 2,283,070

-

実質公債費比率（３ヶ年平均）

健全化判断比率の状況
比
率
の
状
況

平成21年度決算

区分

市町名：度会町

分
子

実質赤字比率

区分

一般会計等の実質収支額（A）

決算額（単位:千円、％）

単位:％区分

標準財政規模（B)
実質赤字比率（A）／（B）×１００

連結実質赤字比率

※黒字の場合は、比率を「－」としている。

区分 左の内訳

分
母

実質公債費比率 （A)  ／ （B) × １００

一般会計

※将来負担見込がない場合は、比率を「－」としてい
る。

※黒字の場合は、比率を「－」としている。

実
質
収
支

一
般
会
計
等

住宅新築資金等貸付事業特別会計

将来負担比率 

法
非
適
用
事
業

実
質
収
支

法
適
用
事
業

国民健康保険特別会計

老人保健特別会計

簡易水道事業特別会計

後期高齢者医療特別会計

資
金
不
足
額
又
は
資
金
剰
余
額

連結実質赤字比率（A)／（B)×１００

（
将
来
負
担
額

)

分
子

介護サービス事業特別会計

介護保険特別会計

郡指導主事共同設置事業特別会計

将来負担比率 （A) ／ （B） × １００

連結実質収支額（A)

そ
の
他
特
別
会
計

分
母

標準財政規模（B)


